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オリンピック・ムーブメント と ダンススポーツ関連組織

（公財）日本体育協会（公財）日本体育協会

NPO法人 日本プロ

フェッショナルダンス
競技連盟(JCF)

NPO法人 日本プロ

フェッショナルダンス
競技連盟(JCF)

日本プロダンス協議会
（JNCPD）

日本プロダンス協議会
（JNCPD）

認定サークル／会員

都道府県ダンススポーツ連盟
（都道府県DSF）

都道府県ダンススポーツ連盟
（都道府県DSF）

全日本学生競技
ダンス連盟

全日本学生競技
ダンス連盟

財団法人

日本ボールルーム
ダンス連盟(JBDF)

財団法人

日本ボールルーム
ダンス連盟(JBDF)

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

(JDSF)

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

(JDSF)

アジアオリンピック
評議会（OCA）

アジアオリンピック
評議会（OCA）

都道府県
体育協会

都道府県
体育協会

アジア競技大会
アジアインドア・マーシャルゲームズ

東アジア競技大会

オリンピック

国体

（公財）日本リク
レーション協会

（公財）日本リク
レーション協会

（財）日本プロ
スポーツ協会

（財）日本プロ
スポーツ協会

全国競技会
WDSF公認国際競技会

日本プロボール
ルームダンサーズ
協会(JPBDA)

日本プロボール
ルームダンサーズ
協会(JPBDA)

世界ダンス議会（WDC）世界ダンス議会（WDC）

公益社団法人

日本ダンス議会
(JDC)

公益社団法人

日本ダンス議会
(JDC)

37都道府県
DSF加盟

世界ダンススポーツ連盟（WDSF）
世界ダンススポーツ連盟（WDSF）

国際オリンピック委員会（IOC）国際オリンピック委員会（IOC）

（公財）日本オリンピック委員会（公財）日本オリンピック委員会

ダンススポーツの統括組織

アジアダンススポーツ
連盟（ADSF）

アジアダンススポーツ
連盟（ADSF）

※風営法下の
4号教師資格発行
＜平成10年指定＞

※日本体育協会公認指導者
ダンススポーツコーチの養成

公益社団法人全日本
ダンス協会連合会

公益社団法人全日本
ダンス協会連合会

各県教師協会

教師

※風営法下の
4号教師資格発行

＜旧 警察庁所轄＞

（風営法との関係）

※風営法下の
4号教師資格発行
＜H25.7.18指定＞

＜H25.7.1公社＞

＜H23.4.1公社＞

＜H23.9.9公社＞
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ダンススポーツ人口の高齢化と減少

学
連

ヘルスプロモーション活動

年齢別構成(参考)
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平成23年3月
JDSF会員

若年層向け施策

OB/OG施策

（年齢不詳17%を除く）
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ダンス人口の高齢化と減少
JDSF会員 年齢別構成(参考)
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（入退会が差引ゼロと仮定した場合）
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風営法のダンス規制の範囲

社交ダンス

ダンス
スポーツ

アイス
ダンス

風
俗

阿波踊り

風営法の規制範囲（警察庁見解H16.6）

★問題のダンスと区別がつかないので社交ダンスは全て規制対象
（あなた方のダンススポーツは問題ないがダンススポーツなら良いとは言い切れない）

★社団法人JDSF本体の活動は風営法の対象とは考えていない

★しかし末端の認定サークル活動までは良いとは言えない （H16.6）

規制対象外

規制のあるべき範囲
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風営法のダンス規制と解釈の変化

 平成10年の法改正 （4号営業については、場所から教師資格へ）

⇒ 公民館ダンスへの影響 （場所の取り合い⇒4号営業教師による妨害）

★1円でも経費以上の徴収をする行為の反復＝営業 ⇒ 違反
（経費以外とらなければ問題ない）

 平成16年の警察庁見解

★風営法の対象とならないと考えられるダンスが活発に行われている

★営利性の判断基準：社会通念上の謝礼については問題ない

★善良の風俗と清浄な風俗環境に与える影響、少年の健全育成に障

害を及ぼすおそれを踏まえつつ判断（一つ一つ判断）

 平成23年の警察庁見解

★内閣府に認められた公益法人の公益事業については、

風営法の対象とならない
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風営法のダンス規制による弊害（４号営業）

1) 一部の不健全な営業を取締るためにダンス営業全体を厳しく規制し
てしまっている （音楽の受容や身体表現＝ダンス 規制は時代錯誤）

⇒ JOC選手強化すら自由にできない

⇒「風俗」のイメージダウンや法の規制で大手企業の参入取りやめ事例

2) 風営法の記述と警察庁裁量行政とのギャップが大きすぎ
（原則禁止しておき、見逃す判断 ⇒ 現場でトラブルが絶えない）

⇒兵庫県の例、高知市の例、大阪市の例 ⇒ ４号教師による名義貸し

3) 4号教師資格の矛盾（昔の社交ダンスしか想定されていなかった）

（例：社交ダンス全国組織でないと資格団体として認められない）

サルサ（World Games正式種目）、タンゴ、その他新たなダンスは全国組織
ができるほど普及するまで教授できない（無許可営業をせざるを得ない）

⇒日本では社交ダンス以外のダンスを法的には普及できない

■４号は風営法から削除されるべき



施設利用に係る社交ダンスの取扱について（2012．8．1）  

標記の件について、市が確認をおこなったところ、社交ダンスの運営については、  

となることが判明しました。  

ンターの施設（貸室）を使用される場合には、  

留意事項に沿って手続きさせていただきますので、よろしくお願いいたします。   

以下は、市から南部健康福祉センターへの周知文書の抜粋です；  

※高知警察署生活安全課の見解は次のとおり  

会費   ．有資格手岳導者   風俗営業法の規制対象   

有   対象外  

圏  無   対象  

有   対象外  

無  

無   対象外   

。施設を貸出す場合には，下記の点に留意する必要があります。   

※指導者資格証を必ず確認し，写しを取り施設利用申請書に添付する。   

※利用当日，申請済指導者の同席を確認する。   

※指導者資格証は～ 次の団体が発行しているもののみ有効。発行団体及び資格名称  

を必ず確認する。  

○社団法人全日本ダンス協会連合会  

（アソシエイト・メンバー・ライセンシエイト。フェローの資格名称）  

○財団法人日本ボールルームダンス連盟  

（地域指導員1級～5級の資格名称）  

商業スポーツ施設インストラクター資格は無効  

′・－．′町、 鐘喜   
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yam
長方形

yam
長方形
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